
令 和 ７ 年  月  日  

 

 

 

 佐伯市長 冨髙 国子 様 

 

 

 

    佐伯市地域福祉計画策定委員会 

委員長 濵野 芳弘    

 

 

 

   第４期佐伯市地域福祉計画の評価及び変更の必要性について(答申) 

 

 

 令和７年８月 28 日付け佐福企第 20 号で諮問のあった上記のことについて、下記の

とおり答申します。 

 

記 

 

 第４期佐伯市地域福祉計画の評価及び変更の必要性について、令和７年８月 28 日に

開催しました佐伯市地域福祉計画策定委員会にて評価を行った結果、計画変更の必要性

はありません。 

 ただし、計画を進めるにあたって、下記の●点に留意して各施策を進めること。 

  (１)  

  (２)  

  (３)  

 

 

 

 

 

                     福祉保健部福祉保健企画課企画管理係 

                      担 当 小 川 

                      電 話 22－4684(直通) 

 

 



令 和 ７ 年  月  日  

 

 

 

 佐伯市社会福祉協議会 

 会長 河原 修仁 様 

 

 

 

    佐伯市地域福祉活動計画策定委員会 

委員長 濵野 芳弘    

 

 

 

   第４期佐伯市地域福祉活動計画の評価及び変更の必要性について(答申) 

 

 

 令和７年８月 日付け佐社協発第  号で諮問のあった上記のことについて、下記の

とおり答申します。 

 

記 

 

 第４期佐伯市地域福祉活動計画の評価及び変更の必要性について、令和７年８月 28

日に開催しました佐伯市地域福祉活動計画策定委員会にて評価を行った結果、計画変更

の必要性はありません。 

 ただし、計画を進めるにあたって、下記の●点に留意して各施策を進めること。 

  (１)  

  (２)  

  (３)  

 

 

 

                         佐伯市社会福祉課協議会 

 地域福祉課          

                         担 当 古 木 

                         電 話 22-2150(直通)  


